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（公印省略） 

   日 財 第 1 2 7 1 号 

平成 30 年 10 月 12 日 

 

各 部（局） 長 様 

 

総 務 部 長 

 

平平平平    成成成成    31313131    年年年年    度度度度    予予予予    算算算算    編編編編    成成成成    方方方方    針針針針    

 

 内閣府が 9 月に発表した月例経済報告によると「景気は、緩やかに回復している」

と景気判断を据え置いたものの、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、相次ぐ

自然災害が経済に与える影響などに十分留意する必要があるとしている。 

日田市における経済状況は、市内企業景気動向調査の結果(平成 30 年 4 月～6 月)

を見ると、人手不足の影響が顕著となり、全業種で業況ＤＩが前期と比較して悪化傾

向を示している。さらに、相次ぐ災害の影響に加え、来年 10 月の消費税率の引き上

げを控え、今後の見通しについては不透明感が増大している。 

 

 このような中、日田市の財政状況については、平成 29 年度の経常収支比率は 93.2%

と、前年度と比較して 2.0 ポイント悪化しており、また、合併による普通地方交付税

の優遇措置が平成 27 年度から段階的に縮減され、平成 32 年度では平成 26 年度と比

較して約 9 億 4 千万円（平成 29 年 12 月の財政推計）が削減される見込みとなってい

るため、今後、急速な財政の硬直化が懸念されるところである。 

 

これらを踏まえ、当初予算編成に当たっては、各部が抱えている現状の分析と課題

の解決に向けた具体的な方向性を見極め、自らの創意工夫や事務事業の抜本的見直し

により、効率性・有効性の高い施策に重点的な予算措置を行い、目指すべき将来の日

田市の姿を見据えた予算編成に取り組む必要がある。 

 

このため、徹底した経費の精査を行う一方、「第６次日田市総合計画」の日田市の

将来像である「ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた」を目指す６つの政策「まち

づくりの大綱」を基本とし、引き続き、平成 29 年 7 月九州北部豪雨災害からの「復

旧・復興推進計画」に基づく事業や、「日田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」及

び「日田市公共施設等総合管理計画」を推進するための事業等については、優先的に

予算を配分する予定である。 

 

また、国の予算については、平成 31 年度当初予算に加えて平成 30 年度補正予算の

編成も見込まれており、消費税率の引き上げに伴う臨時的措置を含め、その動向を常

に注視し的確に対応できる体制を整えておくようお願いする。 

 

 以上を踏まえ、予算要求に当たっては、次の事項に留意するよう通知する。 
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ⅠⅠⅠⅠ    全般的事項全般的事項全般的事項全般的事項    

 

1  国・県の予算編成に伴い、今後具体化する施策情報を的確に把握し、財源の確

保に努めるとともに、事務事業の効率性、有効性の十分な検討・見直しを徹底し、

必要性の乏しいものについては、廃止や縮小をすること。 

 また、平成 29 年度決算における「不用額リスト」（当初予算・減額補正額・不

用額がわかるリスト）を後日配布するので、多額の減額補正や不用額を生じるこ

とがないよう要求額を精査すること。 

 

2   「第６次日田市総合計画」、「日田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「日田

市公共施設等総合管理計画」等の各種計画に盛り込まれる施策の実現に向けた要

求を行うこと。 

    

3   九州北部豪雨災害に関する「出前懇談会」や市議会などからの意見・提言等に

ついては、内容の検討を行い、新たな支援策を含め可能な限りにおいて、適切な

要求を行うこと。    

    

4   部局を横断する事業の予算要求については、十分な連携を行い、重複すること

や統一性を欠くことのないよう努めること。 

 

5   消費税率の引き上げ（8％→10％）については、平成 31 年 10 月から実施され

る前提で、歳入・歳出それぞれ以下の項目に留意し適正に要求すること。 

 

 

ⅡⅡⅡⅡ    歳入に関する事項歳入に関する事項歳入に関する事項歳入に関する事項        

 

 1 市税 

   市税収入は、本市財政の根幹をなすものであり、その積算に当たっては、税制

改正の動きや今後の経済動向等に留意の上、課税客体の的確な把握や徴収率の向

上に努め、年間の徴収見込額を的確に算定し計上すること。 

     

 2  地方交付税 

   地方財政計画等を考慮するとともに、地方交付税算定方法の見直しや市税収入

の動向に留意し、年間見込額を計上すること。 

 

 3  国・県支出金 

   国・県の予算編成過程において、補助金の廃止・縮減・新設に関する徹底した

情報収集を行うとともに、補助金を活用した事業の効果等を精査することにより、

歳出に対応した額を計上すること。 

   

4  分担金・負担金 

  法令や条例等の根拠法令に照らし、負担割合の適正化を図るとともに、歳出に

見合った収入見込額を計上すること。 
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5  使用料・手数料 

  受益者負担の原則に立ち、歳出に見合った収入見込額を計上すること。 

   なお、現在、消費税率の引き上げに伴う額の見直しを行っているので、決定次第

関係各課へ通知する予定である。 

    

6  財産収入 

  未利用財産については、将来の使用目的等について十分検討し、処分可能なも

のについては、時価に沿った適正な価格で積極的に処分を行うこと。また、貸付

可能なものは、適正な対価で貸し付けるなど、収入の確保に努めること。 

 

7  市債 

  市債については、地方財政計画・地方債計画等を参考に、地方交付税措置等財

政支援が講じられるものを極力選択し、市債残高の増嵩など後年度の財政負担に

留意し、財政課と協議の上、所要額を計上すること。 

 

8  その他 

  過去の実績などの客観的な資料に基づき、的確な見込額を計上するとともに、

あらゆる収入の可能性を検討し、財源確保に努めること。 

  特に、日田市有料広告事業やふるさと納税制度(自治会還流制度)については、

積極的にＰＲすること。 

  また、平成 31 年度から森林環境譲与税の交付が始まるため、国・県の動向を注

視し的確な額を計上するとともに、その使途については公表を求められることに

も留意すること。 

なお、基金繰入金の充当については、財政課と協議の上、計上すること。 

  

 

ⅢⅢⅢⅢ        歳出に関する事項歳出に関する事項歳出に関する事項歳出に関する事項    

 

1 予算の要求枠 

   予算要求は、部局別に、次に示す基準により要求すること。 

 

（１） 義務的経費義務的経費義務的経費義務的経費【シーリング設定なし】【シーリング設定なし】【シーリング設定なし】【シーリング設定なし】    

義務的経費の主なものは、人件費(単独分)、扶助費、公債費である。 

扶助費については、対象者数や制度改正など、需要を的確に把握し、過大な予

算要求にならないように注意すること。 

また、特別会計への繰出金については、「Ⅴ」の特別会計等に関する事項に留

意すること。なお、建設関連事業などの投資的な経費については、繰出金抑制の

ため事業費の圧縮を図ること。 

 

（２） 経常的経費経常的経費経常的経費経常的経費【シーリング設定あり】【シーリング設定あり】【シーリング設定あり】【シーリング設定あり】    

経常的経費の主なものは、物件費及び維持補修費等の通常事務の遂行に必要な

管理予算的経費である。 

要求にあたっては事業の必要性の検証を必ず実施し、必要性の低いものは廃止
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を含め節減に最大限努めること。なお、新たな経費が発生する場合は、スクラッ

プアンドビルドの原則により他の経費を必ず縮減すること。 

また、近年の決算額を踏まえ、過大な不用額が生じないよう適切な要求を行う

こと。 

 

※※※※    平成平成平成平成 30303030 年度当初予算額年度当初予算額年度当初予算額年度当初予算額((((一般財源ベース一般財源ベース一般財源ベース一般財源ベース))))のののの    ＋＋＋＋    １１１１％％％％以内以内以内以内    

 

なお、基準額については、各部政策企画担当に別途通知するが、枠内での要求

ができない場合は、提出前にヒアリングを実施する予定である。 

    

（３） 臨時的臨時的臨時的臨時的経費経費経費経費【【【【シーリング設定シーリング設定シーリング設定シーリング設定ありありありあり】】】】 

平成 31 年度の実施計画として地方創生推進課に要求したもので、査定で採択

(内示内示内示内示))))のあったものに限る。なお、実施計画の査定は事業の方向性及び大枠を

決定するものであることから、予算要求にあたっては、積算根拠、財源等につ

いて精査を行い、提出すること。 

Ａ査定Ａ査定Ａ査定Ａ査定であってもであってもであってもであっても、、、、予算要求時までに予算要求時までに予算要求時までに予算要求時までに事業内容の事業内容の事業内容の事業内容の精査がなされていない精査がなされていない精査がなされていない精査がなされていない    

ものについては、予算措置ものについては、予算措置ものについては、予算措置ものについては、予算措置をををを行わないもので行わないもので行わないもので行わないものであること。あること。あること。あること。    

    また、平成また、平成また、平成また、平成 33331111 年度の実施計画については、年度の実施計画については、年度の実施計画については、年度の実施計画については、今後、年末にかけて示される今後、年末にかけて示される今後、年末にかけて示される今後、年末にかけて示される国の国の国の国の

地方財政計画の内容地方財政計画の内容地方財政計画の内容地方財政計画の内容等等等等によっては、Ａ査定の事業についても調整をする可能性によっては、Ａ査定の事業についても調整をする可能性によっては、Ａ査定の事業についても調整をする可能性によっては、Ａ査定の事業についても調整をする可能性

がある。がある。がある。がある。    

 

※※※※    平成平成平成平成 33331111 年度年度年度年度実施計画の採択実施計画の採択実施計画の採択実施計画の採択((((内示内示内示内示))))のあったのあったのあったのあった事業費事業費事業費事業費の範囲内の範囲内の範囲内の範囲内で、で、で、で、    

かつ、かつ、かつ、かつ、一一一一般財源般財源般財源般財源のののの範囲内範囲内範囲内範囲内（Ａ査定及びＢ査定）（Ａ査定及びＢ査定）（Ａ査定及びＢ査定）（Ａ査定及びＢ査定）    

    ただし、ただし、ただし、ただし、次の事業次の事業次の事業次の事業等等等等は、は、は、は、臨時的経費の例外とする臨時的経費の例外とする臨時的経費の例外とする臨時的経費の例外とする。。。。    

①①①①    災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧事業事業事業事業    

②②②②    危険なブロック塀の撤去等に要する費用危険なブロック塀の撤去等に要する費用危険なブロック塀の撤去等に要する費用危険なブロック塀の撤去等に要する費用及び災害復旧工事への影響を及び災害復旧工事への影響を及び災害復旧工事への影響を及び災害復旧工事への影響を    

考慮して保留していた公共施設の解体工事費で、考慮して保留していた公共施設の解体工事費で、考慮して保留していた公共施設の解体工事費で、考慮して保留していた公共施設の解体工事費で、平成平成平成平成 31313131 年度に実施年度に実施年度に実施年度に実施    

する必要があるものする必要があるものする必要があるものする必要があるもの    

③③③③        実施計画以外で、特別の事由によるもの実施計画以外で、特別の事由によるもの実施計画以外で、特別の事由によるもの実施計画以外で、特別の事由によるもの    

（（（（地方創生推進地方創生推進地方創生推進地方創生推進課と協議した上で提出課と協議した上で提出課と協議した上で提出課と協議した上で提出のこと）のこと）のこと）のこと）    

                         

２  個別経費の取り扱い 

（１）人件費 

平成 31 年 3 月 31 日退職予定者を除き、かつ、新陳代謝分（再任用含む）及

び定昇分を加味して年度間所要額を計上すること。なお、計上に当たっては、

別途指示する。 

（２）物件費 

経費節減可能なものについては、積極的に削減すること。なお、特段留意す

る点は、次のとおりである。 

    ①賃金  要求に当たっては、総務課職員係と十分協議すること。 

②需用費 消耗品、燃料費及び光熱水費については、特に抑制に努めること。

また、食糧費については、開催時間の調整などにより縮減に努め

ること。 
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（３） 維持補修費 

維持補修費については、施設利用者の安全確保に十分配慮すること。 

修繕については、「公共施設等総合管理計画」に沿ったものとすること。 

（４） 委託料 

委託料については、業務内容や委託範囲等の見直しを行い、安易に今年度

と同様とすることなく、発注内容等の工夫をして経費の削減を図ること。 

（５） 工事請負費 

    労務単価や資材費の動向などに十分留意し、事業費の積算を行うこと。 

（６）負担金、補助及び交付金 

負担金、補助金及び交付金については、現在、地方創生推進課で「補助金

の適正化」に向けた取り組みを行っているところであるが、対象団体の決算

状況等を参考に、事業内容、繰越金の状況を考慮し、平成 31 年度当初予算か

らでも廃止・縮小が可能なものについては、地方創生推進課と協議の上、前

倒して実施すること。    

また、各種団体・協会等への負担金については、依然として過度な決算剰

余金を生じることにより次年度へ繰越す事例が見受けられることから、加入

の適否や負担額の妥当性を検証した上で、廃止・縮小を図ること。 

（７） 貸付金等 

利用状況や事業効果を十分把握し、貸付枠、貸付利率、金融機関への預託

倍率等の見直しを行うこと。 

 

 

ⅣⅣⅣⅣ    債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為    

後年度における支出を義務付けるものであることから、設定に当たっては慎重を

期すること。一方、設定が必要なものについては、確実に計上すること。 

  消費税率の引き上げが予定されているため、設定額の算定に注意すること。 

 

 

ⅤⅤⅤⅤ        特別会計等に関する事項特別会計等に関する事項特別会計等に関する事項特別会計等に関する事項    

   特別会計の予算要求に際しては、独立採算の基本原則に基づきながら、経常経費

については、一般会計と同様に歳出抑制の観点から経費節減等事務事業の効率化と

料金体系の見直し等を含めた経営改善に努めること。 

特に、一般会計からの基準(ルール)外の繰出金に依存している特別会計について

は、経費の精査を行い要求すること。 

 

 

ⅥⅥⅥⅥ        財政財政財政財政マネジメント強化の取り組みマネジメント強化の取り組みマネジメント強化の取り組みマネジメント強化の取り組み    

  地方財政のマネジメント強化に関する取り組みとしては、国の要請に基づき、「公

共施設等総合管理計画の策定」「地方公会計の整備」「公営企業会計の適用（法適化）」

を３つの大きな柱として、日田市においても本格的に取り組みを進めているところ

である。 

  「日田市公共施設等総合管理計画」については、「第 1 期実施計画」に基づき、

必要となる予算の要求を行うこと。 
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「地方公会計の整備」については、財政の「見える化」を進めるため、複式簿記

の手法を取り入れた統一的な基準による財務書類を昨年度に作成したが、今後は、

他団体との比較・分析を行い、その結果を予算編成等にも活用していく予定である。 

「公営企業会計の適用」については、経営の健全化を確実に進めるため、公共下

水道事業に続き、簡易水道事業・特定環境保全公共下水道事業・農業集落排水事業

についても平成 32 年度までに法適化する予定であるため、必要となる予算につい

ては遺漏なく適正に要求すること。 

  また、新たな地方公会計では、公営企業会計や第 3 セクター等も連結対象として

含まれることから、第 3 セクター等の経営状況については、今後のあり方の検討を

含め十分なチェックを行うこと。 

 

 

ⅦⅦⅦⅦ        普通普通普通普通地方交付税の地方交付税の地方交付税の地方交付税の合併算定替終了による影合併算定替終了による影合併算定替終了による影合併算定替終了による影響額に関する事項（響額に関する事項（響額に関する事項（響額に関する事項（段階的削減段階的削減段階的削減段階的削減））））    

  普通地方交付税の合併算定替(優遇措置)終了による削減は、平成 27 年度から平

成 32 年度まで段階的に実施され、平成 29 年 12 月の日田市財政推計における、年

度ごとの削減見込額は以下のとおりである。 

  現在、普通地方交付税の算定方法の見直しが行われており、削減額は圧縮されつ

つあるが、今後も多額の一般財源が削減されることを認識し、平成 31 年度の予算

要求を行うこと。 

 

  ＜普通地方交付税（優遇措置額）の段階的削減額＞ 

年度 削減率 

削減見込額 

（27～30 年度は実績） 

 

平成 27 年度 10％ △1 億 8,020 万円  

平成 28 年度 30％ △3 億 8,527 万円  

平成 29 年度 50％ △5 億 242 万円  

平成 30 年度 70％ △5 億 8,009 万円 
 

平成 31 年度 90％ △8 億 4,600 万円  

平成 32 年度 100％ △9 億 4,000 万円  

 

【 参考 】交付額の減少 

 

     平成 26 年度 123 億 2,685 万 1 千円 

     （決算額） 

    

平成 30 年度 107 億 9,777 万 3 千円 

     （当初決定額） 

15 億 2,907 万 8 千円減 

合併算定替

以外も大幅

に減少 


